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令和８年度 奈良県県有施設広告募集要領 
 

 

１ 募集の趣旨 

奈良県では、県有施設を広告媒体として活用する事業の一環として、施設の屋内壁面に

掲出する広告を募集します。この事業による広告収入は、県の財源として県民サービスの

ために活用しております。 

 

２ 募集の概要 

(1) 広告枠について 

広告は全てＢ２サイズ（縦７２８ｍｍ×横５１５ｍｍ）です。各施設における広告枠の

設置場所は、別紙をご参照ください。 

※県庁本庁舎のエレベーターは観光目的のご利用も多く、県内観光の重要なＰＲの機会となる

ため、観光協会等の県内の観光振興に係る広告のみを対象とします。 

 

●掲出期間は原則１ヶ月を単位とする３ヶ月以上の期間でお申込みください。 

●広告掲出料等には、「広告掲出料」と行政財産の目的外使用にかかる「行政財産使用料」が含まれ

ます。行政財産使用料は、奈良県行政財産使用料条例（昭和３９年３月３１日奈良県条例第４２号）

及び奈良県行政財産使用料条例施行規則（昭和３９年３月３１日奈良県規則第６４号）に基づき、納

付していただくものです。 

●広告掲出料等は、当該月の掲出日数によらない月極の金額とします。 

                                            

(2) 広告掲出期間について 

 〔広告掲出期間〕令和８年４月～令和９年３月 

   

(3) 掲出開始日と掲出終了日について 

 掲出開始日は各月１日、掲出終了日は各月末日です。掲出開始日が休館日の場合は、そ

の日以後で休館日でない最初の日とし、掲出終了日が休館日の場合は、その日以前で休館

日でない最後の日とします。各施設の休館日は次の通りです。 

 〔県庁本庁舎・県庁分庁舎・郡山総合庁舎〕土曜日・日曜日・祝日、１２月２９日～１月３日 

 〔橿原文化会館〕木曜日（祝日の場合は翌日以降の平日）、１２月２８日～１月４日 

 〔図書情報館〕月曜日（祝日、振替休日の場合はその次の平日）、毎月月末（土・日・月曜日の 

場合はその前の平日）、１２月２８日～１月４日、その他図書点検等による休館あり 

 

 

 

年額

エレベーター 4 ６７,２００円

食堂前通路 6 ６７,２００円

県庁分庁舎 エレベーター 3 ４８,８４０円

郡山総合庁舎 東玄関ホール 2 ５０,０４０円

橿原文化会館 グランドホール 3 ５２,４４０円

エレベーター 1 ５８,５６０円

階段 3 ５８,５６０円

４,０７０円

４,１７０円

４,３７０円

図書情報館
４,８８０円

４,８８０円

施設 場所 枠数
広告掲出料等（税込）

月額

県庁本庁舎
５,６００円

５,６００円
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(4) 申込みについて 

  下記のとおり申込みを受け付けます。広告掲出申込書に必要事項をご記入のうえ、そ
の他の必要書類を添えて、郵送、持参またはメールにてご提出ください。なお、申込み
にあたっては、必ず奈良県県有施設広告掲出要綱（以下「要綱」という。）及び奈良県県
有施設広告掲出基準（以下「基準」という。）をご確認願います。 

 

 
 

 

 

①必要書類 

 

１．広告掲出申込書（要綱第１号様式） 

   ※令和３年度募集から第１号様式を変更するとともに、申込者の押印や代理人申込にかかる 

委任状を廃止していますのでご注意ください。 

 

２．広告図案等 

 

３．広告主に係る資料 

※申込者が国及び地方自治体の場合は不要です。 

(ア)会社概要等 

会社のホームページのコピー等、業務内容がわかるもの 

(イ)申込者が法人の場合には、法人登記（履歴事項全部証明書等）の写し及び役員の氏名、ふりが

な、住所、生年月日を記載したもの 

(ウ)申込者が個人の場合には、申込者の氏名、ふりがな、住所、生年月日を記載したもの（運転免

許証等） 

(エ)奈良県税納税証明書 

県税全項目について滞納のないことを証明するもので交付日より３か月以内のもの 

 

※ご提出頂きました資料は、広告掲出に係る審査の目的以外では使用いたしません。 

 

②受付期間 

 

受付開始：令和８年１月１９日（月）午前９時 

受付終了：令和８年２月１８日（水）午後５時 

※同広告枠に複数者応募の場合は抽選にて掲出者を決定します。 

ご持参の場合の受付時間は土曜日、日曜日及び祝日を除く午前９時から午後５時までとし

ます。郵送の場合は、受付終了日の午後５時までに配達されているもののみ受け付けます。 

 

③受付期間終了後 

 

上記受付期間を過ぎても申込者のない広告枠がある場合は、先着順で随時申込みを受付けます。そ

の場合、提出を希望される月の前月の１５日までに必要書類をご提出ください。  

 

④申込先 

 

奈良県総務部管財課管理係 

〒630－8501 奈良市登大路町３０番地（本庁舎１階） 

メールアドレス kanzai@office.pref.nara.lg.jp 

 

 

mailto:kanzai@office.pref.nara.lg.jp
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３ 年度内の掲出延長の申込みについて 
年度途中で、掲出の延長を希望される場合、掲出延長申込書に添付書類を添えて、掲出

の延長を希望される月の前月の１５日までに提出ください。また、その際に広告の内容を

変更する場合は、広告変更届及び広告図案をあわせて提出ください。 
審査のうえ、掲出決定した場合、年度内に限り掲出を延長します。 

 

４ 広告に関する制限 

(1) 業種・事業者に関する制限について 

次のいずれかに該当する業種または事業者に係る広告は掲出できません。なお、広告掲

出中において該当するに至った場合も同様とします。 

① 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年７月１０日法律第

１２２号）第２条に規定する風俗営業に該当するもの 

② 貸金業法（昭和５８年５月１３日法律第３２号）第２条に規定する貸金業に該当す

るもの 

③ 県の指名停止措置または資格停止措置を受けている事業者 

④ 次のいずれかに該当する事由があると認められるもの 

ア 役員等（法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに支店又は営業所の代 

表者、その他の団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者、個人にあって 

はその者及び支配人並びに支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。）が暴 

力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。 

以下「暴対法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 

であると認められるとき。 

 イ 暴力団（暴対法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団 

員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 

 ウ 役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を 

加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。 

【参考】申込みから広告掲出までの流れ 

（申込者）                                （県） 

①「広告掲出申込書」に添付書類を添えて提出 

②提出書類を審査し、広告掲出可否の決定通知を 

送付（審査の結果、掲出できない場合あり） 

③広告掲出決定通知を受領後、「承諾書」及び

「行政財産使用許可申請書」を提出 
④「行政財産使用許可書」、「広告掲出料の納入通

知書」及び「行政財産使用料の納入通知書」を送付 

⑤納入通知書により広告掲出料等の支払 

広告の現物を掲出の一週間前までに郵送また

は持参 

 

⑥掲出開始日より広告を掲出 
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 エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するな 

ど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認め 

られるとき。 

 オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認 

められるとき。 

 カ 本契約に係る下請契約又は資材、原材料の購入契約等の契約（以下「下請契約 

等」という。）に当たって、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知り 

ながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 

 キ 本契約に係る下請契約等に当たって、上記アからオのいずれかに該当する者をそ 

の相手方としていた場合（上記カに該当する場合を除く。）において、甲が乙に対 

して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。 

 ク 本契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわ 

らず、遅滞なくその旨を甲に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。 

⑤ インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法

（平成１５年６月１３日法律第８３号）第２条第２号に規定するインターネット異性紹

介事業に該当するもの 

⑥ 業種または商品の性質上、消費による事故またはトラブルが発生する可能性が高い

と判断される等、消費者保護の観点から配慮が必要なもの 

⑦ 営業停止その他の不利益処分を受けているもの 

⑧ 行政機関等からの指導による改善がなされていないもの 

⑨ 県税を滞納しているもの 

⑩ 前各号に掲げるもののほか、広告掲出の対象とすることが適当でないと認められるもの 

 

(2) 広告内容に関する制限について 

   広告の内容が次のいずれかに該当または該当するおそれがあるときは掲出できませ

ん。なお、広告掲出中において該当するに至った場合も同様とします。 

① 法令、条例、規則、通達等に違反するもの 

② 公序良俗に反しているものまたは青少年の健全な育成を阻害するもの 

③ 基本的人権や他の者の権利等を侵害するもの 

④ 政治性や宗教性のあるもの 

⑤ 虚偽であるものまたは誤認されるおそれのあるもの  

⑥ 内容または責任の所在が不明確なもの 

⑦ 意見広告（社会問題その他についての主義または主張に当たるもの） 

⑧ 個人の氏名広告 

⑨ 比較広告 

⑩ 良好な景観の形成または風致の維持等を害するもの 

⑪ 前各号に掲げるもののほか、広告掲出の対象とすることが適当でないもの 
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【広告の変更手続きについて】 
掲出期間中に広告掲出物を変更する場合は、次のとおりとします。審査後、新しい広告

の掲出を開始いたします。 

 

 
５ 注意事項 

(1) 審査について 

県は申込みを受け、その内容等について審査します。なお、要綱及び基準に基づいて

掲出できない場合や、審査に時間を要し希望された掲出開始日とはならない場合があり

ます。県有施設の公共性についてご理解いただきますようお願いします。広告内容につ

いて疑義がある場合は、事前に下記問い合わせ先までご相談ください。 

 

(2) 広告の作成について 

広告の作成は、広告主の責任と費用負担で行ってください。 

 

(3) 広告掲出料等の返還について 

納付された広告掲出料等は返還いたしかねます。ただし、広告主の責めに帰さない事

由によって広告を掲出できなかった場合は、その全部又は一部を返還します。返還する

広告掲出料等は、掲出しなかった日数に応じて日割計算により算出します。 

 

 

(4) 責任の所在について 

広告の内容等掲出された広告に関する一切の責任は、広告主が負うものとします。ま

た、第三者から、広告の掲出による苦情の申立て、損害賠償の請求等がなされた場合に

は、広告主の責任及び負担において解決しなければならないものとします。 

 

６ お問い合わせ先 

奈良県 総務部 管財課 管理係 

住 所：〒６３０－８５０１ 奈良市登大路町３０番地 

電 話：０７４２－２７－８４０６ 

ＦＡＸ：０７４２－２２－７４３１ 

ＵＲＬ：https://www.pref.nara.jp/34038.htm 

広告変更届及び広告図案 広告の現物

本庁舎・分庁舎掲出分 １週間前までに管財課まで提出 前日までに管財課まで提出

本庁舎・分庁舎

以外の施設掲出分
２週間前までに管財課まで提出

１週間前までに管財課まで提出

間に合わない場合は前日までに掲出

施設まで提出


